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Repair and Replacement Process (RRP) is one of the most important activities for maintenance of 

components or facilities in Nuclear Power Stations.  Codes and Standards in RRP have been developed for 

a long time by some industrial organizations, such as Japan Power Engineering and Inspection Corporation 

(JAPEIC), Thermal and Nuclear Power Engineering Society (TENPES), Japan Nuclear Safety Institute 

(JANSI) and Japan Society of Mechanical Engineers (JSME).  Though it seems to have some discussions 

for RRP part of JSME Code on Fitness-for-Service (FFS Code) to be endorsed by NRA, industries have 

basic Needs and Uses for Code in RRP.  In this paper, some examples and discussions related to the Needs 

and Uses are shown, including some comparisons of RRP rules between JSME and ASME. 
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１．緒言 

原子力発電所の設備機器の保守においては、機器

を点検した結果、多くは異状がなく継続して使用さ

れ、一部は劣化の兆候や欠陥が検出され評価された

上で継続使用されるものもあるが、欠陥が著しい場

合には損傷、破損が発見され、補修または取り替え

られる場合も数多くある。また、異状が現れる前か

ら予防保全として有効な緩和措置を講じる場合もあ

る。このように保全活動の中で、補修・取替・予防

保全は頻繁に用いられる機器の機能維持の手段であ

り、極めて重要な活動である。 

補修の規格(取替、予防保全を含む。以下同じ)は、

このような重要な活動を支える基盤として産業界に

必要不可欠なものであるため、我が国でも長く規格

化の努力が行われてきた。現在のところ、規制当局

により技術評価され、国の技術基準における性能規

定に対応した仕様規定として使われるいわゆるエン

ドースされた状態になるまでには今少しのプロセス

が必要な状況であるが、本稿では、なるべく実例を

挙げながら、日米の規格の比較も織り交ぜて補修の

規格に対する産業界のニーズと活用について述べて

みたい。 

 

２．産業界における基本的ニーズと規格化 

事業者が行う点検、評価（欠陥評価）、補修、予防

保全等の保全活動においては、適用される技術的方

法が規格基準類に裏付けられたものであることが望

ましい。また、それらの規格基準類は、規制当局が

要求する技術基準等を満足することがあらかじめ確

認されていると、適用方法の妥当性の説明が確実か

つ容易であり、保安上も経営上も最も好ましい状態

であるといえる。 

このような観点から、我が国でも産業界において

長い間、「補修の規格」を策定する努力がなされてき

た。(一財)発電設備技検検査協会(JAPEIC)では、維持

規格がまだなかった時代に、原子力発電設備維持に

係る維持基準原案：Plant Operation and Maintenance 

Standard (通称 POMS 原案)の名で検査、欠陥評価及

び補修からなる維持基準のひな形を策定し[1]、それ

は検査については(一社)日本電気協会(JEA)の電気技

術規程 JEAC4205「軽水型原子力発電所用機器の供

用期間中検査」（2008年廃止）を経て、現在の(一社)

日本機械学会(JSME)発電用原子力設備規格維持規格

の元となった。 

(一社)火力原子力発電技術協会(火原協)は、上記の

維持基準原案には含まれないが、応力腐食割れ等の

経年劣化事象への考慮の観点から重要な炉内構造物

等について、点検・評価・補修の方法、手順等の指

針を与えることを目的として、「炉内構造物等点検評

価ガイドライン」(以下、JANSI炉内 GL)のシリーズ

を刊行し、現在は(一社)原子力安全推進協会に引き

継がれ、改訂、新規発行が継続的に行われている[2]。

これらのガイドラインシリーズの多くは、現在の(一

社)日本機械学会(JSME)発電用原子力設備規格維持
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規格の個別検査、個別欠陥評価の元となった他、補

修にもいくつかの規定が取り込まれている。 

JSME 維持規格[3]は、検査、欠陥評価については

American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

Boiler  & Pressure Vessel Code Section XI (Sec. XI) を

参考に、概ね上述したとおり、個別検査、個別欠陥

評価として JANSI 炉内 GLを取り入れ、補修につい

ては POMS原案と JANSI炉内 GLを取り入れて出来

上がってきたもので、こうした成り立ちを図解した

ものが図１である。 

 

 

Fig.1 Overall Scheme of FFS Code 

 

JSME 維持規格として、検査、欠陥評価及び補修

とひととおりの構成が出来上がったのが 2004 年版

であり、当時の原子力安全・保安院(NISA)は維持規

格の技術評価を行う中で、補修については規格とし

て体系化の途上にあるとして、JSME 側の体系化を

待って技術評価を行うとした[4]。JSME ではその後、

発電用設備規格委員会の中に専門的に補修の規格に

ついて検討するタスクを設けて、維持規格補修規定

の国の技術基準への適合性や、検査、欠陥評価と補

修との体系化について検討を行い[5]、改訂に反映し

てきているが、これまでのところ、規制当局により

技術評価がなされ、エンドースされた状態になるま

でには今少しのプロセスが必要な状況である。 

 

３． 産業界の個別ニーズと規格化の例 

3.1 ウェルドオーバーレイ（ＷＯＬ） 

WOL工法は、図２に示すとおり、き裂が発生した

配管の周溶接継手に対して、耐 IGSCC性に優れた溶

接金属を当該配管の外面全周にわたり複数層肉盛す

る補修工法である。米国で BWR ステンレス配管溶

接部近傍に生じた IGSCC を対象に 1000 ヵ所以上の

適用実績を有し、ASME Code Sec. XIでは既に 1997

年に Code Case N-504が策定されている。 

ASME においては、近年では PWR 容器管台溶接

部に生じた PWSCC を対象に N-504 を元に新たな

Code Caseを策定してきている。また、欠陥が検出さ

れる前から予防保全工法として WOL を適用するこ

とも可能としている。 

日本においては、2000年代の前半には国の原子炉

安全小委員会機器設計WGにおいてWOL工法(設計、

施工管理、検査)に関する技術基準への適合性が審査

され、妥当性が確認されている。その後、火原協（現

在は JANSI）の炉内 GL検討会でWOL工法はガイド

ライン化され[6]、JSME維持規格に取り込まれた。し

かしながら、実機適用に当たっては、JSME 維持規

格における欠陥角度の制限との関係を整理すること

や、検査性を巡ってPD制度への適用が課題とされ、

これらの検討にさらに時間を要した。それらもやが

てクリアされ、最終的には 2009年に NISAによる省

令 62号第 9条の解釈を与える文書(き裂解釈文書)に

別記－13 として WOL工法の適用に当たっての要件

が追記されることで、WOL工法が完全に適用可能と

なった[7]。しかしながら、JSME規格の形でエンドー

スされたわけではなく、この意味でまだ完成形には

至っていない。 

 

Fig. 2 Concept of Weld Overlay 

 

なお、ASME は最近では、WOL の発展形とも考

えられる配管内面を切削して耐食性に優れた溶接金

属により埋め戻す Excavate Weld Repair (EWR)の

Code Case策定に取り組んでおり、これについても予

防保全工法としての適用も可能としている[8]。 
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3.2 封止溶接 

封止溶接工法は、図３に示すとおり、SCCき裂を

残したまま直接肉盛溶接を行い、SCCき裂を炉水環

境から遮断する工法である。 

この工法は国内でも BWR の ICM ハウジングや

PWR の上蓋管台への適用実績があることで知られ

ている。火原協(現在は JANSI)の炉内 GLでガイドラ

インが策定され、その後 JSME 維持規格に取り込ま

れている。 

ASMEにおいては、Weld Inlay(SCCき裂部を切削

して肉盛溶接の高さを周囲の表面に合わせるように

埋め戻す)またはWeld Onlay(通常の意味の肉盛溶接)

と称し Code Case が策定されている。やはりこれら

の工法も予防保全工法としても適用可能としている。 

 

 

Fig.3 Concept of Seal Welding 

 

3.3 暫定補修工法 

JSME 維持規格には暫定補修工法である当て板、

接着材、充填材の３工法の規定があり、実機運転管

理上のニーズに基づく貴重な役割を持っている。図

4に充填材の例を示した。 

しかし、接着材及び充填材の規定には、規定その

ままでは施工が困難になる、適用範囲が狭すぎる、

部品の手配に時間がかかり過ぎる、並びに規定通り

に施工すると過剰な構造になってしまう等の課題が

ある。 

これらの課題解決のためには、新規の接着材工法

の開発、適用範囲拡大及び規格化、充填材部品の標

準化、並びにシール部に対する充填材工法適用の考

え方を見直すことが有効と考えられる[10]。 

ASME においては、当て板には類似の工法があるも

のの、接着材や充填材はなく、日本の維持規格に独

自なものである。使い勝手をよくする規格改訂を期

待する。 

 

Fig. 4 Concept of Infill 

 

3.4 予防保全工法 

予防保全は事後保全と対をなす概念であり、この

意味で補修・取替とともに適用すれば保全の有効性

を高めるのに有効である。 

このため、予防保全工法の効果を技術的根拠に基

づき確認した上で規格化し、それを適用して効果を

実機の保全計画に反映するようにすれば、弾力的、

戦略的な設備管理に寄与することができる。例えば、

SCCき裂の予防のためピーニングを施工する等にお

いては、JSME 規格の規定が既に策定されており、

施工後の検査時期を見込む上で施工時を供用開始時

点とみなすことができるようになっている。 

ASME においては、日本でのピーニング技術の開

発も参考に、これまでなかった予防保全工法の規格

化を進めており、日本の規格の高度化にも参考にな

ると考えられるため、注視すべきである。 

 

４．補修規格の積極的な活用に向けて  

4.1 「補修」の可能性を拓く 

補修は確かに事後保全の一種であるが、設計・建

設規格や溶接規格を適用して製造された機器、設備、

系統ひいてはプラントが、供用期間に入り、補修を

経験し、その後の検査等を行っていく過程は維持規

格の適用範囲であり、特に補修の規定によって定め

られるべきプロセスである。それには結果として設

計・建設規格や溶接規格と同じ健全性の水準を持つ

ルールが適用されるであろうが、決して同一のルー

ルでなければならないということではないであろう。 

例えば、補修の適用によって、一般に、その後の

検査要求は変わり得ると考えられる。そのように考

えると、補修を事後保全だからといって消極的に捉

えるのではなく、むしろ新しい過程に入っていくこ
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とを積極的に捉えて、対象機器の保全計画を戦略的

に変えていく可能性を拓くものとみなすことができ

るだろう。そのためには補修の規格を、このような

認識の下に「体系化」していく必要がある。 

 

4.2 規格にどこまで詳細を規定すべきか 

規格は、一般に、何をどのように制限するかを明

らかにしたものと考えられる。例えば、設計・建設

規格においては、一次一般膜応力を温度と材料によ

って定まる許容値以下に制限する、などである。応

力の求め方は、いかにして、という部分であり、解

析手法が高度に発達し共有化された現代においては、

その部分はいちいち規格に書く必要はない。 

しかしながら、補修の規格においては、基本的な

支配因子をどのように制限するかを書いただけでは

補修工法に関する具体性に欠け、抽象的に過ぎる印

象が強い。このため、いかにして、の部分を相当に

個別具体的に記述すべしとの論がある。 

これについては、JSME の場や技術評価の場でも

相当に議論が行われてきているものの、立場等によ

り考え方になお差異が残っているのが実情である。

学会の場での公開論文等、依拠できるものが明確な

場合には極力それに依ることはおそらく共有できる

と考えるが、メーカノウハウの保護と規格への記載

事項との整理等、なお議論が必要な点について、規

格に何をどこまで規定すべきかという観点で、しっ

かりと議論していくことが重要である。 

 

５．結言 

補修技術のユーザの立場から、補修の規格につい

て、ニーズと活用の観点から、これまでの日本での

規格化の経緯を整理し、個別ニーズと規格化の例を

挙げて紹介した。また、補修規格の積極的な活用に

向けて、補修の可能性という視点を提供し、規格へ

の規定の詳細度について考察した。 

今後の補修の規格の発展とよりよい活用に向けた

一助になれば幸いである。 
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